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国
定
忠
治
が
残
し
た
北
信
濃
の
痕
跡

 
 

 
 

黒
崎
一
男 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

江
戸
時
代
の
後
期
、
国
定
忠
治
と
い
う
侠
客
が
度
々
信
州
中
野

に
来
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
群
馬
県
の
大
戸
の
関
所
破
り
を

し
て
磔
刑
に
な
り
、
最
期
を
遂
げ
る
い
き
ざ
ま
が
、
後
の
人
々
の

共
感
を
得
て
、
明
治
か
ら
平
成
の
初
期
ま
で
講
談
・
映
画
な
ど
で

人
々
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
一
人
で
あ
っ
た
。 

昨
年
の
暮
れ
、
こ
の
国
定
忠
治
が
渡
っ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て

い
る
石
橋
が
、
信
州
中
野
の
八
ヶ
郷
用
水
取
入
口
付
近
（
夜
間
瀬

川
左
岸
字
松
崎
）
で
見
つ
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
言
い
伝
え
の
信

憑
性
と
合
わ
せ
、
忠
治
が
北
信
濃
で
残
し
た
痕
跡
を
調
べ
る
こ
と

と
し
た
。 

 

 
 

 
 

『
赤
城
録
』
よ
り 

 

結
論
か
ら
言
う
と
、
国
定
忠
治
が
渡
っ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て

い
る
石
橋
は
、
非
常
に
信
憑
性
が
高
い
。
理
由
を
次
に
述
べ
た
い
。 

一
、

 

言
い
伝
え
は
、
忠
治
が
渡
っ
た
と
言
わ
れ
る
石
橋
の
目
の
前

の
畔
上
家
で
、
代
々
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

 

二
、

 

畔
上
家
で
は
、
戸
籍
で
当
主
畔
上
み
せ
さ
ん
が
文
久
二
年
以

前
に
生
ま
れ
、
大
正
十
一
年
に
亡
く
な
っ
た
事
が
確
認
で
き

る
。
み
せ
さ
ん
の
伝
え
を
、
そ
の
子
で
あ
る
善
吉
さ
ん
が
現

在
の
当
主
で
あ
り
、
孫
で
あ
る
武
男
（
四
代
目
）
さ
ん
に
子
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供
の
頃
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
武
男
さ
ん
の
母
や
す
お

さ
ん
に
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
や
す
お
さ
ん
が
近
く
の
人
に

こ
の
石
橋
を
大
切
に
し
、
後
世
に
残
す
よ
う
言
わ
れ
亡
く
な

っ
て
お
り
、
こ
の
伝
承
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

三
、

 

武
男
さ
ん
に
よ
る
と
、
畔
上
家
は
忠
治
が
生
き
て
い
た
時
代

お
茶
屋
だ
っ
た
。
高
梨
城
跡
に
あ
っ
た
馬
屋
を
当
主
み
せ
さ

ん
が
現
在
の
石
橋
前
に
移
し
、
駄
菓
子
の
販
売
等
を
し
て
い

た
と
い
う
。
そ
の
家
で
武
男
さ
ん
も
育
ち
、
長
い
縁
側
が
あ

り
、
馬
の
た
づ
な
を
か
け
る
金
具
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
と
の

こ
と
。
忠
治
は
長
野
権
堂
・
中
野
湯
町
・
山
ノ
内
上
条
川
原

の
旅
籠
屋
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
た
賭
場
荒
し
な
ど
で
、
頻
繁

に
石
橋
を
渡
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
畔
上
家
二
代
目
の

善
吉
さ
ん
も
、
山
ノ
内
に
脇
差
し
を
も
っ
て
遊
び
に
行
っ
た

と
い
う
。
そ
の
脇
差
し
は
今
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

 
 

四
、
高
梨
の
時
代
（
江
戸
時
代
前
）
よ
り
続
い
て
い
る
夜
間
瀬
本

郷
の
畔
上
秀
雄
さ
ん
の
証
言
で
も
、
畔
上
家
の
伝
承
は
間
違

い
な
い
だ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

 

五
、
国
定
忠
治
の
信
州
に
お
け
る
史
料
は
皆
無
に
近
い
。
主
に
生

ま
れ
故
郷
の
群
馬
県
の
歴
史
研
究
者
に
よ
り
、『
赤
城
録
』
な

ど
を
参
考
に
さ
れ
て
い
る
著
書
の
中
で
も
、
忠
治
が
信
州
中

野
か
ら
志
賀
高
原
を
通
っ
た
と
す
る
記
述
が
多
い
。

 

 
 

 

 
 

（
畔
上
家
の
先
祖
み
せ
さ
ん
の
戸
籍
と
代
々
伝
わ
る
脇
差
し
） 
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次
に
忠
治
の
年
表
を
紹
介
し
た
い
。
こ
の
年
表
は
西
郊
民
俗
談

話
会
が
連
載
と
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、「
民
俗
学
の
散
歩
道
」
第

二
二
回
（
二
〇
一
五
年
七
月
号
）
長
沢
利
明
著
「
国
定
忠
治
の
伝

承
」
の
表
４
で
あ
る
。 

 

国
定
忠
治
関
連
年
表 

◇

 

一
八
一
〇
年
（
文
化 

七 

年
）

 

上
州
佐
位
郡
国
定
村
の
長
岡
家
に
忠
治
生
ま
れ
る
。 

 
 

 

◇

 

一
八
二
一
年
（
文
政
四
年
） 

十
一
歳
で
父
与
五
左
衛
門
が
死
亡
、
母
親
の
手
で
育
て
ら
れ
る
。 

◇

 

一
八
二
三
年
（
文
政
六
年
） 

十
三
歳
で
博
奕
を
覚
え
、
博
徒
へ
の
道
に
入
る
。

 

◇

 

一
八
二
七
年
（
文
政
十
年
） 

十
七
歳
の
時
、
初
め
て
喧
嘩
で
人
を
殺
め
る
。
大
前
田
栄
五
郎

（
河
越
頴
吾
）
大
親
分
の
も
と
へ
身
を
寄
せ
て
隠
れ
、
無
宿
人

と
な
る
。 

◇

 

一
八
三
〇
年
（
天
保
元
年
） 

大
前
田
栄
五
郎
の
す
す
め
で
栄
五
郎
の
子
分
、
百
々
村
（
後
の

佐
波
郡
境
町
内
）
の
紋
次
（
紋
二
と
も
）
の
配
下
に
。
紋
次
の

死
後
、
そ
の
縄
張
り
を
譲
ら
れ
て
跡
目
を
相
続
し
、
一
家
を
成 

す
。
忠
治
二
十
一
歳
。 

◇
一
八
三
四
年
（
天
保
五
年
）

 

七
月
二
日
、
子
分
の
三
ッ
木
文
蔵
が
賭
場
で
殴
ら
れ
た
件
の
仕

返
し
に
、
隣
の
縄
張
り
を
持
つ
島
村
（
町
田
）
伊
三
郎
を
米
岡

神
社
に
お
び
き
出
し
、
闇
討
ち
に
し
て
斬
殺
。
信
州
へ
逃
亡
。 

信
州
の
勝
太
の
客
と
な
る
が
、
信
州
の
博
徒
ら
の
裏
切
り
で
召

捕
ら
れ
そ
う
に
な
る
。
そ
れ
を
見
破
っ
て
上
州
へ
逃
亡
。
赤
城

山
に
籠
る
。
日
光
円
蔵
・
八
寸
犀
乙
・
山
王
民
五
郎
・
武
川
浅

二
郎
ら
の
子
分
を
抱
え
、
一
家
が
拡
大
。 

◇

 

一
八
三
五
年
（
天
保
六
年
） 

玉
村
宿
の
玉
村
京
蔵
・
主
馬
兄
弟
が
山
王
堂
村
の
山
王
民
五
郎

の
賭
場
を
荒
ら
し
た
た
め
、
民
五
郎
に
子
分
二
人
を
加
勢
さ
せ

て
山
王
兄
弟
を
襲
撃
さ
せ
る
。

 

◇

 

一
八
三
六
年
（
天
保
七
年
） 

信
州
中
野
村
で
弟
分
の
茅
場
長
兵
衛
（
兆
平
と
も
）
が
、
博
徒

源
七
に
殺
さ
れ
る
。
子
分
二
十
人
を
連
れ
て
仇
討
の
た
め
信
州

へ
。
源
七
は
す
で
に
逮
捕
さ
れ
て
お
り
、
上
州
へ
戻
る
。 
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◇
 

一
八
三
七
年
（
天
保
八
年
） 

三
月
、
子
分
の
三
ッ
木
文
蔵
が
公
儀
に
逮
捕
さ
れ
、
木
崎
宿
に

宿
泊
中
の
役
人
を
襲
っ
て
奪
還
を
こ
こ
ろ
み
る
が
失
敗
。
信
州

な
ど
へ
逃
亡
。
田
部
井
村
名
主
宇
右
衛
門
と
謀
り
、
磯
沼
浚
渫 

工
事
の
人
足
小
屋
で
博
奕
開
帳
。
賄
賂
十
七
両
を
宇
右
衛
門
に

贈
る
。
八
州
出
役
六
〇
〇
人
が
賭
場
を
急
襲
、
日
光
円
蔵
ら
と

と
も
に
再
び
逃
亡
。 

◇

 

一
八
三
八
年
（
天
保
九
年
） 

三
～
四
月
、
東
上
州
大
間
々
宿
周
辺
に
潜
伏
。
関
八
州
取
締
出

役
の
大
規
模
な
捜
索
を
受
け
る
が
、
逃
亡
。 

◇

 

一
九
四
一
年
（
天
保
十
二
年
）

 

玉
村
主
馬
が
山
王
民
五
郎
を
殺
害
。

 

◇

 

一
八
四
二
年
（
天
保
十
三
年
）

 

忠
治
、
逃
亡
中
の
会
津
か
ら
戻
っ
て
玉
村
主
馬
を
殺
し
、
山
王

民
五
郎
の
仇
を
討
つ
。
田
部
井
の
賭
場
の
手
入
れ
の
件
で
、
そ

の
場
に
い
な
か
っ
た
子
分
の
板
割
浅
太
郎
（
浅
次
郎
と
も
）
が
、 

そ
の
伯
父
で
二
足
の
ワ
ラ
ジ
を
履
く
三
室
の
中
嶋
勘
助
に
密
告

し
た
の
で
は
と
嫌
疑
を
か
け
る
。
九
月
十
三
日
、
浅
太
郎
に
勘

助
と
そ
の
子
の
太
郎
吉
（
勘
太
郎
）
を
斬
殺
さ
せ
る
。
九
月
、 

日
光
の
円
蔵
以
下
、
忠
治
一
家
九
人
の
手
配
書
が
関
八
州
か
ら

出
さ
れ
る
。
一
家
は
公
儀
の
追
手
を
逃
れ
る
た
め
鎗
・
鉄
砲
で

武
装
し
て
大
戸
関
所
を
破
る
。
信
州
路
で
殺
さ
れ
た
長
兵
衛
の 

仇
討
ち
を
理
由
に
、
多
数
の
子
分
を
引
き
連
れ
て
信
州
へ
脱
出
。

子
分
の
板
割
浅
太
郎
・
日
光
の
円
蔵
が
逮
捕
さ
れ
、
死
罪
と
な

る
。 

◇

 

一
八
四
六
年
（
弘
化
三
年
） 

公
儀
の
追
手
か
ら
逃
れ
て
赤
城
山
に
潜
伏
。
信
州
・
甲
州
か
ら

越
後
・
会
津
・
美
濃
ま
で
放
浪
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

 

◇

 

一
八
四
九
年
（
嘉
永
二
年
） 

十
一
月
、
境
川
の
安
五
郎
に
跡
目
を
譲
っ
て
親
分
を
引
退
。 

◇

 

一
八
五
〇
年
（
嘉
永
三
年
） 

七
月
、
潜
伏
先
の
赤
城
山
を
脱
出
。
妾
の
お
町
宅
で
七
月
二
十

一
日
、
中
風
で
倒
れ
る
。
田
部
井
村
の
宇
右
衛
門
宅
に
潜
伏
中

の
八
月
二
十
四
日
、
関
東
取
締
出
役
に
よ
っ
て
捕
縛
さ
れ
る
。

江
戸
送
り
と
な
り
、
伝
馬
町
の
牢
屋
入
り
。
十
一
月
、
勘
定
奉

行
池
田
播
磨
守
頼
方
預
り
で
吟
味
が
な
さ
れ
、
死
罪
判
決
が
出
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さ
れ
る
。
十
二
月
二
十
一
日
、
三
度
に
お
よ
ぶ
関
所
破
り
の
罪

に
よ
り
上
州
大
戸
の
処
刑
場
へ
送
ら
れ
磔
刑
。
十
四
本
の
槍
を

受
け 
四
十
一
歳
の
生
涯
を
終
え
る
。
処
刑
時
の
警
護
人
は 

三

〇
〇
人
、
見
物
人
は
一
五
〇
〇
人
を
記
録
し
た
。
遺
体
は
養
寿

寺
・
善
応
寺
な
ど
に
葬
ら
れ
る
。
野
沢
温
泉
に
忠
治
地
蔵
が
祀

ら
れ
る
。 

◇

 

一
八
五
一
年
（
嘉
永
四
年
） 

上
州
岩
鼻
陣
屋
代
官
で
儒
学
者
で
あ
っ
た
羽
倉
簡
堂
（
外
記
）

の
手
で
、
『
劇
盗
忠
二
小
伝
（
赤
城
録
）
』
が
ま
と
め
ら
れ
る
。 

◇

 

一
八
六
〇
年
（
安
政
七
年
） 

宝
井
琴
凌
に
よ
る
講
談
『
国
定
忠
次
』
初
演
。 

◇

 

一
八
七
九
年
（
明
治
十
二
年
）

 

『
国
定
忠
治
実
伝
』
が
ま
と
め
ら
れ
る
。 

◇

 

一
八
八
二
年
（
明
治
十
五
年
）

 

忠
治
三
十
三
回
忌
に
養
寿
寺
に
墓
石
が
建
て
ら
れ
る
。

 

◇

 

一
九
一
九
年
（
大
正
八
年
） 

新
国
劇
『
国
定
忠
治
』
上
演
（
行
友
李
風
・
沢
田
正
二
郎
作
） 

。 

◇

 

一
九
二
五
年
（
大
正
十
四
年
）

 

土
師
清
二
に
よ
る
大
衆
小
説
『
深
紅
赤
城

颪 お

ろ

し

』 
。

 

◇

 

一
九
二
七
年
（
昭
和
二
年
） 

日
活
無
声
映
画
『
忠
治
旅
日
記
』
制
作
・
上
映
。 

「
甲
州
殺
篇
」 

・ 

「
信
州
血
笑
篇
」
・
「
御
用
篇
」
の
三
部
作
（
伊
藤
大
輔
監
督
・

大
河
内
伝
次
郎
主
演
）
。 

◇

 

一
九
三
二
年
（
昭
和
七
年
） 

子
母
沢
寛
に
よ
る
毎
日
新
聞
連
載
小
説
『
国
定
忠
治
』
が
発
表

さ
れ
る
。
新
国
劇
『
国
定
忠
治
』
上
演
（
真
山
青
果
作
） 

◇

 

一
九
三
三
年
（
昭
和
八
年
） 

千
恵
蔵
プ
ロ
映
画
『
国
定
忠
治
』（
稲
垣
浩
監
督
・
片
岡
千
恵
蔵

主
演
）
。 

◇

 

一
九
三
四
年
（
昭
和
九
年
） 

新
興
ト
ー
キ
ー
映
画
『
忠
治
売
出
す
』
（
伊
丹
万
作
監
督
）
。
日

活
映
画
『
国
定
忠
治
』
（
山
中
貞
雄
監
督
）
。
松
竹
キ
ネ
マ
『
浅

太
郎
赤
城
の
唄
』
（
秋
山
耕
作
監
督
・
高
田
浩
吉
主
演
） 

。 

◇

 

一
九
三
五
年
（
昭
和
十
年
） 

『
浅
太
郎
赤
城
の
唄
』
の
主
題
歌
で
あ
っ
た
東
海
林
太
郎
の
「
赤

城
の
子
守
唄
」
大
ヒ
ッ
ト
。 
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◇
 

一
九
三
六
年
（
昭
和
十
一
年
）

 
マ
キ
ノ
ト
ー
キ
ー
映
画
『
国
定
忠
治
信
州
子
守
唄
』 

（
マ
キ
ノ

正
博
監
督
・
月
形
龍
之
介
主
演
） 

・『
忠
治
血
笑
録
』 

（
久
保

為
義
お
よ
び
マ
キ
ノ
正
博
監
督
・
葉
山
純
之
輔
主
演
） 

・ 

『
忠

治
活
殺
釼
』（
久
保
為
義
お
よ
び
マ
キ
ノ
正
博
監
督
・
清
水
英
太

朗
主
演
） 
。

 

◇

 

一
九
三
七
年
（
昭
和
十
二
年
）

 

長
谷
川
伸
に
よ
る
大
衆
小
説
『
国
定
忠
治
』 

。 

◇

 

一
九
三
八
年
（
昭
和
十
三
年
）

 

東
海
林
太
郎
「
忠
治
子
守
唄
」
大
ヒ
ッ
ト
。 

◇

 

一
九
三
九
年
（
昭
和
十
四
年
）

 

東
海
林
太
郎
「
名
月
赤
城
山
」
大
ヒ
ッ
ト
。 

◇

 

一
九
四
六
年
（
昭
和
二
十
一
年
）

 

大
映
映
画
『
国
定
忠
治
』（
松
田
安
次
監
督
・
阪
東
妻
三
郎
主
演
）
。 

◇

 

一
九
五
〇
年
（
昭
和
二
十
五
年
）

 

新
国
劇
『
極
付
国
定
忠
治
』
上
演
（
辰
巳
柳
太
郎
主
演
） 

。 

◇
一
九
五
四
年
（
昭
和
二
十
九
年
）

 

日
活
映
画
『
国
定
忠
治
』（
滝
沢
英
輔
監
督
・
辰
巳
柳
太
郎
主
演
）
。 

◇

 

一
九
五
七
年
（
昭
和
三
十
二
年
）

 

新
国
劇
『
国
定
忠
治
』
上
演
（
村
山
知
義
作
） 

。
松
竹
映
画
『
赤

城
の
血
煙
』
（
福
田
晴
一
監
督
・
高
田
浩
吉
主
演
） 

。 

◇

 

一
九
五
八
年
（
昭
和
三
十
三
年
）

 

大
映
映
画
『
国
定
忠
治
』（
松
田
定
次
監
督
・
片
岡
千
恵
蔵
主
演
）
。 

◇

 

一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
十
五
年
）

 

東
宝
映
画
『
国
定
忠
治
』 

（
谷
口
千
吉
監
督
・
三
船
敏
郎
主
演
）
。

第
二
東
映
映
画
『
浪
曲
国
定
忠
治
赤
城
の
子
守
唄
血
煙
り
信
州

路
』
（
冬
島
泰
三
監
督
・
若
杉
恵
之
介
主
演
）
。 

◇

 

一
九
六
七
年
（
昭
和
四
十
二
年
）

 

長
野
県
長
野
市
の
善
光
寺
開
帳
記
念
行
事
と
し
て
、
国
定
忠
治

祭
り
が
開
催
さ
れ
、
養
寿
院
よ
り
分
骨
が
な
さ
れ
て
市
内
権
堂

町
に
忠
治
の
墓
が
設
け
ら
れ
る
。

 

◇

 

二
〇
一
二
年
（
平
成
二
十
四
年
）

 

長
野
県
下
高
井
郡
野
沢
温
泉
村
に
忠
治
地
蔵
が
再
建
さ
れ
る
。

 
 

こ
こ
で
本
題
で
あ
る
国
定
忠
治
の
北
信
濃
の
痕
跡
を
前
述
の
年

表
か
ら
追
う
こ
と
に
し
た
。
ま
ず
、
「
一
八
五
〇
年
（
嘉
永
三
年
）
、
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野
沢
温
泉
に
忠
治
地
蔵
が
祀
ら
れ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
『
群

馬
県
遊
民
史
』
（
荻
原
進
氏
著
）
に
、
「
忠
治
が
吾
妻
郡
大
戸
で
処

刑
さ
れ
た
の
が
嘉
永
三
年
十
二
月
二
十
一
日
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
の

三
日
後
の
十
二
月
二
十
四
日
に
こ
の
像
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ

こ
に
深
い
秘
密
が
あ
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
関
心
を
持
た
れ
た
上
野
正
氏
が
、『
高
井
百
四
十
五
号
』

で
「
国
定
忠
治
は
野
沢
温
泉
に
潜
伏
し
て
い
た
か
」
と
題
し
て
投
稿

さ
れ
て
い
る
。
像
に
刻
ま
れ
て
い
る
「
畔
上
つ
ま
」
は
、
忠
治
が
亡

く
な
っ
て
十
年
以
上
た
っ
て
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
忠
治
の
愛
人
説

は
否
定
さ
れ
、
忠
治
と
つ
ま
は
生
き
た
世
代
の
ち
が
う
人
間
で
す
か

ら
、
会
っ
て
も
い
ま
せ
ん
。
勿
論
つ
ま
は
忠
治
の
愛
人
な
ど
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
忠
治
が
野
沢
温
泉
に
潜
伏
し
て
い
た
と
い
う
、

証
拠
に
な
る
も
の
は
何
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
「
国
定
忠
治
野

沢
温
泉
潜
伏
説
」
は
、
そ
の
根
拠
を
失
い
ま
し
た
、
と
結
ば
れ
て
い

ま
す
。

 

次
に
、
「
一
九
六
七
年
（
昭
和
四
十
二
年
）
に
、
「
長
野
県
長
野

市
の
善
光
寺
開
帳
記
念
行
事
と
し
て
、
国
定
忠
治
祭
り
が
開
催
さ

れ
、
養
寿
院
よ
り
分
骨
が
な
さ
れ
て
、
市
内
権
堂
町
に
忠
治
の
墓

が
設
け
ら
れ
る
。
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
長
野
市
権
堂
町
史
』

に
、
秋
葉
神
社
境
内
「
四
条
霊
社
」
の
東
側
に
、
国
定
忠
治
の
墓

碑
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は

中
山
寛
茂
さ
ん
が
昭
和
四
十
二
年
に
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

同
五
月
、
権
堂
町
忠
治
ま
つ
り
の
会
が
、
「
国
定
忠
治
も
の
が
た
り
」

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
発
行
し
た
と
あ
る
。
祭
り
は
忠
治
の
名
声
を
受

け
、
観
光
振
興
の
た
め
平
成
二
十
四
年
頃
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
。

 

年
表
に
は
二
〇
一
二
年
（
平
成
二
十
四
年
）「
長
野
県
下
高
井
郡

野
沢
温
泉
村
に
忠
治
地
蔵
が
再
建
さ
れ
る
。
」
と
あ
る
。
『
高
井
百

四
十
五
号
』
の
「
国
定
忠
治
は
野
沢
温
泉
に
潜
伏
し
て
い
た
か
」
で
、

上
野
氏
は
、
「
野
沢
に
あ
っ
た
忠
治
地
蔵
は
、
昭
和
三
年
頃
須
坂
の

青
木
屋
の
土
蔵
に
移
さ
れ
、
そ
の
後
昭
和
二
十
五
年
頃
須
坂
市
上
町

の
寿
泉
院
に
地
蔵
堂
を
作
り
移
さ
れ
た
。
」
と
書
い
て
い
る
。
現
在

野
沢
温
泉
村
の
麻
釜
上
手
の
薬
師
堂
の
前
に
あ
る
地
蔵
は
、
有
志
が

二
〇
一
二
年
（
平
成
二
十
四
年
）
に
建
立
し
た
、
と
立
て
札
に
書

か
れ
て
い
る
。
観
光
振
興
の
た
め
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

前
記
の
年
表
に
載
っ
て
い
な
い
が
、
志
賀
高
原
硯
川
ホ
テ
ル
前
の

前
山
リ
フ
ト
乗
り
場
付
近
に
、
「
忠
治
の
隠
れ
岩
」
な
る
も
の
が
あ
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る
。
平
成
十
年
に
山
ノ
内
町
の
和
合
会
が
観
光
振
興
の
た
め
、
石

碑
・
案
内
板
な
ど
を
整
備
し
た
。
和
合
会
か
ら
、
「
観
光
名
所
に
な

り
そ
う
な
岩
が
、
忠
治
の
通
っ
た
と
さ
れ
る
草
津
道
脇
に
あ
り
整
備

し
、
五
年
程
毎
年
硯
川
と
渋
温
泉
で
お
祭
り
を
行
っ
た
。
」
と
説
明

を
受
け
た
。

 

次
に
「
国
定
忠
治
が
残
し
た
北
信
濃
の
痕
跡
」
に
つ
い
て
、
年

代
順
に
ま
と
め
て
み
た
い
。 

一
、

 

須
坂
市
上
町
の
寿
泉
院
に
あ
る
「
地
蔵
堂
」
―
忠
治
地
蔵
に

は
一
八
五
〇
年
（
嘉
永
三
年
）
十
二
月
二
十
四
日
、
世
話
人

畔
上
つ
ま
、
石
工
服
田
実
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
畔
上
つ
ま
は
約

十
年
後
の
一
八
六
一
年
（
文
久
三
年
）
七
月
九
日
生
ま
れ
。
畔

上
つ
ま
が
成
人
（
明
治
）
に
な
っ
て
作
ら
た
も
の
で
、
十
二
月

二
十
四
日
は
忠
治
の
亡
く
な
っ
た
日
（
三
日
違
い
は
当
時
で
は

誤
差
）
と
思
わ
れ
る
。
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二
、

 

長
野
市
権
堂
、
秋
葉
神
社
境
内
に
あ
る
「
国
定
忠
治
の
墓
碑
」

―
中
山
寛
茂
さ
ん
が
一
九
六
七
年
（
昭
和
四
十
二
年
）
に
建
立
。  

三
、

 

志
賀
高
原
硯
川
ホ
テ
ル
前
の
前
山
リ
フ
ト
乗
り
場
付
近
に
あ

る
「
忠
治
の
隠
れ
岩
」
―
一
九
九
八
年
（
平
成
十
年
）
に
、
山

ノ
内
町
の
和
合
会
が
石
碑
・
案
内
板
な
ど
を
整
備
。

 

 

四
、

 

野
沢
温
泉
村
に
再
建
さ
れ
た
「
忠
治
地
蔵
」
―
二
〇
一
二
年

（
平
成
二
十
四
年
）
に
忠
治
地
蔵
が
地
元
有
志
に
よ
り
再
建
。 

 

五
、

 

中
野
市
松
崎
の
八
ケ
郷
用
水
取
入
口
付
近
の
国
定
忠
治
が

渡
っ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
石
橋
―
二
〇
一
八
年
（
平
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成
三
十
年
）
畔
上
家
の
言
い
伝
え
に
つ
い
て
、
近
く
の
有
志

が
案
内
板
を
設
置
。

 

 

 
 

結
び

 
 

国
定
忠
治
が
残
し
た
北
信
濃
の
痕
跡
を
整
理
し
て
み
る
と
、
一

項
は
中
風
よ
け
地
蔵
と
し
て
造
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
謎
で
あ

る
。
二
項
～
四
項
は
忠
治
が
亡
く
な
っ
た
後
、
そ
の
名
声
を
あ
や

か
る
た
め
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
、
五
項
は
国
定
忠

治
が
信
州
中
野
の
地
を
歩
い
た
事
を
次
世
代
に
伝
え
る
た
だ
一
つ

の
石
橋
で
、
将
来
の
保
存
方
法
に
つ
い
て
行
政
・
住
民
と
考
え
る
価

値
が
あ
ろ
う
。
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野
市
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一
七
七
七
） 


